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×聖籠町廃棄物の処理及び再利用の促進等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

××平成２７年１２月１０日 

××××××××××××××××      聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第３３号 

×××聖籠町廃棄物の処理及び再利用の促進等に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則 

×聖籠町廃棄物の処理及び再利用の促進等に関する条例施行規則（平成１０年

規則第９号）の一部を次のように改正する。 

×別表第２中「 

１人 大袋 ３０枚 ５０枚 大袋 ３０枚 ５０枚 大袋 ６０枚 １００枚 

小袋 ２０枚 小袋 ２０枚 小袋 ４０枚 

２人～３人 大袋 ４０枚 ７０枚 大袋 ４０枚 ６０枚 大袋 ８０枚 １３０枚 

小袋 ３０枚 小袋 ２０枚 小袋 ５０枚 

４人～５人 大袋 ６０枚 ９０枚 大袋 ５０枚 ８０枚 大袋 １１０

枚 

１７０枚 

小袋 ３０枚 小袋 ３０枚 小袋 ６０枚 

６人～７人 大袋 ６０枚 １００枚 大袋 ６０枚 １００枚 大袋 １２０

枚 

２００枚 

小袋 ４０枚 小袋 ４０枚 小袋 ８０枚 

８人以上 大袋 ７０枚 １１０枚 大袋 ７０枚 １１０枚 大袋 １４０

枚 

２２０枚 

小袋 ４０枚 小袋 ４０枚 小袋 ８０枚 

」を「 

１人 大袋 ２０枚 ４０枚 大袋 ２０枚 ４０枚 大袋 ４０枚 ８０枚 

小袋 ２０枚 小袋 ２０枚 小袋 ４０枚 

２人～３人 大袋 ３０枚 ５０枚 大袋 ３０枚 ５０枚 大袋 ６０枚 １００枚 

小袋 ２０枚 小袋 ２０枚 小袋 ４０枚 

４人～５人 大袋 ４０枚 ７０枚 大袋 ４０枚 ７０枚 大袋 ８０枚 １４０枚 

小袋 ３０枚 小袋 ３０枚 小袋 ６０枚 



-1- 

 

６人～７人 大袋 ５０枚 ８０枚 大袋 ５０枚 ８０枚 大袋 １００

枚 

１６０枚 

小袋 ３０枚 小袋 ３０枚 小袋 ６０枚 

８人以上 大袋 ６０枚 ９０枚 大袋 ６０枚 ９０枚 大袋 １２０

枚 

１８０枚 

小袋 ３０枚 小袋 ３０枚 小袋 ６０枚 

」に改める。 

×××附×則 

×この規則は、平成２８年３月１日から施行する。 

 

 

 


